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特徴と仕組み


[bookmark: _Toc478116264][bookmark: _Toc457989280][bookmark: _Toc457991376][bookmark: _Toc457991455][bookmark: _Toc110409219]１．払込期間中無解約返戻金限定告知医療保険の特徴
＜１＞  項目を限定した告知により選択を行なう医療保険です。
・この保険は、健康に不安がある方でも、簡単な告知でお申し込みいただけるよう設計された商品です。このため、保険料は、当社の通常の医療保険に比べ割増しされています。
・告知項目に該当した場合でも、軽微な病気やケガについてはお申し込みいただける可能性があります。
・より詳細な告知をいただくことや医師の診査等を受けることなどにより、この保険よりも保険料が割安の医療保険にお申し込みいただけます。ただし、その場合、告知・診査結果などによりご契約いただけないこともあります。
注）・告知項目は限定されていますが、正確にもれなく告知いただくことが必要です。
告知いただいたことがらが、事実と異なる場合には、一般の保険と同様にご契約を解除し、給付金をお支払いできない場合があります。
・告知項目に1つも該当しない場合でも、ご職業やご契約状況等によってはご契約いただけないことがあります。詳細は新契約取扱規定を参照してください。
＜２＞  シンプルで分かりやすい商品内容
保険期間は終身のみとし、保障内容は医療保険(2014)をベースとした分かりやすく、シンプルなものにしました。
・入院給付金は、1日以上の入院から給付対象です。
・手術保障は「手術別表形式」ではなく「公的医療保険連動形式」を基本としました。
・死亡保険金・生存給付金はありません。
＜３＞  ご契約前の病気やケガが悪化・再発した場合についても保障します。
＜４＞  契約日からその日を含めて１年以内（削減支払期間）にお支払事由に該当した場合、給付金のお支払額は、通常の50％相当額に削減されます。
＜５＞  １入院の限度は60日
１回の入院に対する給付日数の限度の型はなく、１入院の限度は60日のみです。
また、入院日数の通算支払限度は1,000日です。
なお、三大疾病による入院の場合、通算支払限度を超えて入院給付金を支払います。
＜６＞  保険料払込期間中は解約返戻金がありません。
（保険料払込期間満了後の解約返戻金は入院給付金日額の１０倍です。）
＜７＞  無配当保険
この保険は無配当です。配当がない分、保険料を割安にしています。
＜８＞ 医療保障を充実させるための特則・特約
お客様のニーズに合わせて、各種特則・特約を付加することでより充実した医療保障をご準備いただけます。

・三大疾病支払日数無制限特則
・限定告知医療用入院一時金特約
・限定告知医療用通院特約
・限定告知医療用先進医療特約
・限定告知医療用特定疾病診断保険料免除特約



[bookmark: _Toc478116265]２．仕組み
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※削減支払期間とは、契約日からその日を含めて１年以内の期間をいいます。削減支払期間中にお支払事由に該当した場合、給付金のお支払額は、通常の50％相当額に削減されますのでご注意ください。
（削減支払期間経過後は通常（全額）のお支払いとなります。）

[bookmark: _Toc468262051][bookmark: _Toc153359870][bookmark: _Toc253749100][bookmark: _Toc478116266]３．販売上の留意点
払込期間中無解約返戻金限定告知医療保険の販売の際には、以下の点について必ずご説明してください。
 (
①この保険は、健康に不安がある方でも、簡単な告知でお申し込みいただけるよう設計された商品です。
告知項目を限定していることとあわせて、ご契約以前に発生した病気やケガ（ご契約前の既往症など）についても、ご契約後に悪化した場合など一定の条件でお支払いの対象としております。
このため、保険料は、当社の通常の医療保険に比べ割増しされています。
②より詳細な告知をいただくことや医師の診査等を受けることなどにより、この保険よりも保険料が割安の医療保険にお申し込みいただけます。ただし、その場合、告知・診査結果などによりご契約いただけないこともあります。
③契約日からその日を含めて１年以内（削減支払期間）にお支払事由に該当した場合、給付金のお支払額は、通常の50％相当額となります。
注）この保険は、
簡単な告知のみでお申し込みいただけますが、告知内容が事実と相違していた場合は、ご契約が解除されたり、給付金が支払われないことがあります。
)
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■その他「ご契約のしおり・約款」も参照してください。
[bookmark: _Toc457991381][bookmark: _Toc457991460][bookmark: _Toc478116268]１．払込期間中無解約返戻金限定告知医療保険の給付内容

＜１＞入院に対する保障内容
	種類
	支払事由
	支払額
	受取人

	疾病入院
給付金
	被保険者が保険期間中につぎの条件のすべてを満たす入院をしたとき
① 責任開始期以後に生じたつぎのいずれかを直接の原因とする入院であること
(ｱ) 疾病
(ｲ) 不慮の事故（その事故の日からその日を含めて180日経過後に開始した入院に限ります。）
(ｳ) 不慮の事故以外の外因
② その入院が治療を目的とすること
③ その入院が病院または診療所における入院であること
	
入院1回につき

（入院給付金日額）
×
(入院日数)
 (
１日以上の入院からの保障となります。
)


	被
保
険
者

	災害入院
給付金
	被保険者が保険期間中につぎの条件のすべてを満たす入院をしたとき
① 責任開始期以後に発生した不慮の事故を直接の原因とする入院であること
② その入院が傷害の治療を目的とすること
③ その入院が①の事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院であること
④ その入院が病院または診療所における入院であること
	同一の不慮の事故による
入院1回につき

（入院給付金日額）
×
(入院日数)
 (
１日以上の入院からの保障となります。
)



	被
保
険
者



	契約日からその日を含めて１年以内の期間（削減支払期間）に疾病入院給付金・災害入院給付金の支払事由が生じた場合には、削減支払期間中の入院に対する支払額は、上記の50％相当額となります。
※削減支払期間満了時に継続して入院している場合には、削減支払期間満了後の入院に対する給付金は満額支払います。
(例)入院給付金日額5,000円の場合
 (
日額5,000円
の50％相当
日額5,000円
削減支払期間（契約日から１年以内）
10
日
入院
10
日
5,000円×10日×50%
5,000円×10日
＋
＝ ７５，０００円
)
  




責任開始日前および責任開始日からその日を含めて14日目までの期間中に発病した、所定の感染症（※）を直接の原因として入院した場合には、疾病入院給付金をお支払いできません。
（※）責任開始日において「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に定める新型インフルエンザ等感染症、指定感染症または新感染症として認められている疾病です。該当する疾病は、当社公式ウェブサイトをご覧ください。

＜２＞手術に対する保障内容
（１）支払事由
	種類
	支払事由
	受取人

	手術
給付金
	被保険者が保険期間中につぎの①または②のいずれかの手術を受けたとき
① つぎの条件のすべてを満たす手術
(ｱ) 責任開始期以後に生じたつぎのいずれかを直接の原因とする手術であること
(a) 疾病
(b) 不慮の事故
(c) 不慮の事故以外の外因
(ｲ) その手術が治療を直接の目的とした手術であること
(ｳ) その手術が病院または診療所における手術であること
(ｴ) つぎのいずれかの手術
(a) 公的医療保険制度によって保険給付の対象となる医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として定められている手術（公的医療保険制度によって保険給付の対象となる歯科診療報酬点数表により手術料の算定された手術であっても、医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として定められている手術は含みます。）。ただし、つぎに該当するものを除きます。
(ⅰ) 創傷処理
(ⅱ) 皮膚切開術
(ⅲ) デブリードマン
(ⅳ) 骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術
(ⅴ) 抜歯手術
(b)先進医療に該当する診療行為（診断および検査を目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。）
(c) 医科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為（歯科診療報酬点数表により放射線治療料の算定された診療行為であっても、医科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として定められている診療行為は含みます。）
(d) 先進医療に該当する放射線照射または温熱療法による診療行為
② つぎの条件のすべてを満たす手術であること
(ｱ) 組織の機能に障害がある者に対して移植することを目的として責任開始期の属する日からその日を含めて１年を経過した日以後に行なわれた骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術（骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合を除きます。）であること
(ｲ) その手術が病院または診療所における手術であること

	被
保
険
者




（２）支払額
手術給付金には「手術Ⅰ型」と「手術Ⅱ型」の２種類があります。
	支払事由・手術などの内容
	入院給付金日額に
乗じる倍率

	
	手術Ⅰ型
	手術Ⅱ型

	１．右のいずれかの手術
	(1)
公
的
医
療
保
険
の
手
術
料
が
算
定
さ
れ
る
手
術
＊
支
払
事
由
①
(ｴ)
(a)
＊
※１
※２
	 
 
一
部
対
象
外
と
な
る
手
術
が
あ
り
ま
す
※３
※４
	①
	開頭手術（穿頭術は除く→④へ）
四肢切断術（手指・足指は除く→④へ）
脊髄腫瘍摘出術
心臓・肺・肝臓・膵臓・腎臓の移植手術※５
	40倍
	5倍

	
	
	
	②
	開胸手術・開腹手術
（以下は除く
・胸腔鏡・縦隔鏡・腹腔鏡を用いた手術→③へ
・帝王切開娩出術→④へ）
	がんに対する手術
心臓・大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈の病変に対する手術
	
	

	
	
	
	
	
	上記に該当しない手術
	20倍
	

	
	
	
	③
	胸腔鏡・縦隔鏡・腹腔鏡を用いた手術
	
	

	
	
	
	④
	①～③に該当しない手術
	入院中に受けた手術
	10倍
	

	
	
	
	
	
	外来で受けた手術
	5倍
	

	
	(2)先進医療※６に該当する手術※７　＊支払事由①(ｴ)(b)＊
	10倍
	

	２．公的医療保険の放射線治療料が算定される放射線治療※１※８　＊支払事由①(ｴ)(c)＊
先進医療※６に該当する放射線照射・温熱療法※７※８　＊支払事由①(ｴ)(d)＊
	
	

	３．造血幹細胞移植を目的とした骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術※９　
＊支払事由②＊
	20倍
	


※１　医科診療報酬点数表に手術料・放射線治療料が算定されるものをいいます。
（歯科で受けた手術等であっても、上記に該当すれば支払対象となります。）
※２　手術料が一連の治療過程につき１回のみ算定される手術を複数回受けた場合は、60日に１回の給付限度とします。
※３　診断･検査など治療を直接の目的としない手術は対象外です。
※４　創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的整復術・非観血的整復固定術・非観血的授動術、抜歯手術は対象外です。
※５　臓器の移植に関する法律に沿ったものに限ります。また、提供者側は対象外です。
※６　厚生労働大臣が定める医療技術・施設基準に該当するものに限ります。
※７　先進医療のうち、診断・検査・注射・点滴・全身的薬剤投与・局所的薬剤投与は対象外です。
※８　施術の開始日から60日に１回の給付を限度とします。
※９　お支払いの対象となるのは、責任開始日（復活日）から１年経過後の採取術となり､手術給付金のお支払いは２回を限度とします。なお、令和６年10月1日以前に受けた採取術については、1回の支払を限度とします。骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合にはお支払いしません。
	契約日からその日を含めて１年以内の期間（削減支払期間）に手術給付金の支払事由が生じた場合には、支払額は、上記の給付金額の50％相当額となります。



＜３＞ 保険料の払込免除
被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因とし、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に会社の定める高度障害状態・身体障害状態に該当したときは、次期以降の保険料の払込を免除します。
疾病により所定の高度障害状態・身体障害状態になられたときは、以後の保険料のお払込みは不要とはなりません。

なお、対象となる高度障害状態・身体障害の状態とは、次のいずれかの状態をいいます。
	
	障 害 の 状 態

	
	

	高度障害状態
	（１）両眼の視力を全く永久に失ったもの
（２）言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
（３）中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
（４）胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
（５）両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
（６）両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
（７）１上肢を手関節以上で失い、かつ、１下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
（８）１上肢の用を全く永久に失い、かつ、１下肢を足関節以上で失ったもの

	身体障害状態
	（１）１眼の視力を全く永久に失ったもの
（２）両耳の聴力を全く永久に失ったもの
（３）１上肢を手関節以上で失ったかまたは１上肢の用もしくは１上肢の３大関節中の２関節の用を全く永久に失ったもの
（４）１下肢を足関節以上で失ったかまたは１下肢の用もしくは１下肢の３大関節中の２関節の用を全く永久に失ったもの
（５）10手指の用を全く永久に失ったもの
（６）１手の５手指を失ったかまたは第１指（母指）および第２指（示指）を含んで４手指を失ったもの
（７）10足指を失ったもの
（８）脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの



主契約の保険料が払込の免除になった場合、付加されている特約も保険料の払込が免除されます。

※限定告知医療用特定疾病診断保険料免除特約を付加した場合の取扱いにつきましては、「Ⅴ．払込期間中無解約返戻金限定告知医療保険の特約」をご覧ください。


＜４＞ 免責事由
	給付金など
	免責事由

	(1)疾病入院給付金
	つぎのいずれかにより被保険者が支払事由（保険料払込免除事由）に該当したとき
①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
②被保険者の犯罪行為
③被保険者の精神障害を原因とする事故
④被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
⑦被保険者の薬物依存（災害入院給付金・保険料の払込免除は除く）

	(2)災害入院給付金
	

	(3)手術給付金
	

	(4)保険料の払込免除
	所定の身体障害状態
	

	
	所定の高度障害状態
	つぎのいずれかにより被保険者が保険料払込免除事由に該当したとき
①ご契約者の故意
②被保険者の故意



※下記の事由により各々の状態に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に影響を及ぼすときは、給付金を削減して支払うか、保険料の払込を免除しないことがあります。
	
	地震、噴火または津波
	戦争その他の変乱

	給付金
	○
	○

	保険料の払込免除
	高度障害状態
	－
	

	
	身体障害状態
	○
	


（○：削減等の可能性あり）

＜５＞ 法人契約の給付金の受取人
保険契約者が法人の場合には、保険契約者を疾病入院給付金、災害入院給付金および手術給付金の受取人とします。ただし、保険契約者から申し出があり、会社がその旨を保険証券に記載したときは、被保険者を疾病入院給付金、災害入院給付金および手術給付金の受取人とします。


[bookmark: _Toc478116269]２．給付内容における会社の定める事項の定義
＜１＞ 「病院または診療所」の定義
「病院または診療所」の定義はつぎのとおりです。
なお、介護保険法に定める介護老人保健施設、介護老人福祉施設および介護医療院ならびに老人福祉法に定める老人福祉施設および有料老人ホームは含まれません。
（1） 医療法に定める日本国内にある病院または患者を入院させるための施設を有する診療所。（ただし、手術給付金の場合、患者を入院させるための施設を有しないものを含みます。）
（2） 四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に入院した場合には、その施術所。
（3） 上記（１）（２）の場合と同等の日本国外にある医療施設。

＜２＞ 「入院」の定義
[bookmark: _Hlk176260989]入院とは、医師（柔道整復師を含みます）による治療（柔道整復師はその施術）が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、上記＜１＞に定める病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。入院の有無は、入院基本料の支払の有無などを参考にして判断します。


[bookmark: _Toc457991385][bookmark: _Toc457991464]
[bookmark: _Toc478116270]Ⅲ．約款上の留意事項


[bookmark: _Toc253749105][bookmark: _Toc478116271][bookmark: _Toc457991386][bookmark: _Toc457991465]１．ご契約以前の病気やケガの悪化・再発に対する給付金の支払い
払込期間中無解約返戻金限定告知医療保険は、ご契約以前の病気やケガが、責任開始期以後に悪化・再発した場合、給付金をお支払いします。ただし、以下の場合などは、給付金をお支払いできません。
①告知義務違反となる場合
（例：「ケース２・責任開始期前に今後３か月以内の入院や手術を予定していた場合」や
「ケース３・過去５年以内にがんで診察・検査・治療・投薬または入院・手術を受けていた場合」）
②「責任開始期以後の悪化・再発により入院・手術の必要が生じた」ものでないことを当社が証明した場合

	
	責任開始期前
	責任開始期以後
	支払の有無

	ケース１
	 (
糖尿病で通院治療
)
	 (
症状が悪化して
入院
)
	○
支払います

	ケース２
	 (
今後３か月以内に
入院を予定していた
)
	 (
入院
)
	×
支払いません

	ケース３
	 (
がんで診察・検査・治療・投薬
または入院・手術（過去５年以内）
)
	 (
入院
（がん入院）
)
	×
支払いません


また、ご契約以前の病気やケガが責任開始期以後に悪化・再発せずに、被保険者が責任開始期前に生じた疾病、不慮の事故または不慮の事故以外の外因を原因として入院した場合・手術を受けた場合でも、責任開始期から２年経過後に入院を開始したときや手術を受けたときは、その入院や手術は、責任開始期以後の原因によるものとみなして疾病入院給付金・手術給付金を支払います。
[bookmark: _Toc478116272]２．１日以上の入院からの保障
払込期間中無解約返戻金限定告知医療保険では、１日以上の入院（日帰り入院）から入院給付金のお支払い対象としています。日帰り入院は、入院基本料の支払いの有無などを参考にして判断します。
[bookmark: _Toc463094268][bookmark: _Toc478116273]３．入院給付金の支払限度
＜１＞ 支払限度の定義
疾病入院給付金ならびに災害入院給付金の支払限度は次表のとおりです。
（１） 疾病入院給付金
	１回の入院についての支払限度
	通算支払限度

	60日
	1,000日
ただし、三大疾病※による入院については、通算支払限度を超えてお支払いします。


※対象となる三大疾病については、約款別表をご覧ください。
また、「Ⅵ．特定疾病・三大疾病にかかわる保障の特徴について」をご覧ください（三大疾病の範囲は「三大疾病支払日数無制限特則」と同じ）。
（２） 災害入院給付金
	同一の不慮の事故による入院
についての支払限度
	通算支払限度

	60日
	1,000日



＜２＞ 入院給付金の支払例
（１）Ａ入院は100日ですが、１入院60日限度のため、40日分の支払いはありません。
Ｂ入院（肺炎）は、これまでの入院も通算すると1000日限度を超える20日分の支払いはありません。

 (
Ｂ入院 60日
) (
Ａ入院100日
) (
900日分の
給付金支払
があった。
)

 (
40日
) (
20日
) (
40日
) (
60日
)

      ▲                                  ▲                    ▲                    ▲
      結            支払う      支払わない  退                  肺   支払う    支払   死
      核                                    院                  炎            わない  亡
      入                                                        
      院                                                        
                                                                



（２）Ａ入院は100日ですが、１入院60日限度のため、40日分の支払いはありません。
Ｂ入院（肺がん）は、これまでの入院も通算すると1000日限度を超える入院ですが、三大疾病による入院のため、60日分支払われます。

 (
Ｂ入院 60日
) (
Ａ入院100日
) (
900日分の
給付金支払
があった。
)
 (
60日
)
 (
40日
) (
60日
)

      ▲                                  ▲                    ▲                    ▲
      結            支払う      支払わない  退                  肺       支払う       死
      核                                    院                  が                    亡
      入                                                        ん
      院                                                        入
                                                                院
[bookmark: _Toc457991387][bookmark: _Toc457991466]


[bookmark: _Toc457991388][bookmark: _Toc457991467][bookmark: _Toc478116274]４．入院給付金の留意事項
＜１＞ 疾病入院給付金における「治療を目的とした入院」とみなさない例
・美容整形のための入院
・疾病を直接の原因としない不妊手術による入院
・治療をともなわない検査入院（人間ドック等）       等

＜２＞ 異なる原因の併発と同一の原因による複数回入院の取扱
	
	疾病入院給付金の場合
	災害入院給付金の場合

	異なる原因
の併発
	疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を開始したときに異なる疾病を併発していた場合、またその入院中に異なる疾病を併発した場合は、その入院開始の直接の原因となった疾病により、継続して入院したものとみなします。
	２以上の不慮の事故により入院した場合は、入院開始の直接の原因となった主たる不慮の事故に対する災害入院給付金を支払い、異なる不慮の事故に対する災害入院給付金は支払いません。ただし、その入院中に主たる不慮の事故による災害入院給付金の支払いが終了したときは、異なる不慮の事故により災害入院給付金を支払います。この場合、異なる不慮の事故に対する災害入院給付金の支払額は、主たる不慮の事故により災害入院給付金が支払われる期間が終了した日の翌日からその日を含めた入院日数に入院給付金日額を乗じた金額とします。

	同一の原因
による
複数回入院
	疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を２回以上し、かつ、入院の直接の原因が、同一かまたは医学上重要な関係があると会社が認めたときは、１回の入院とみなします。ただし、疾病入院給付金が支払われることとなった最後の退院日の翌日からその日を含めて180日経過後に開始した入院については、新たな入院とみなします。
	災害入院給付金の支払事由に該当する入院を２回以上し、かつ、入院の直接の原因となった不慮の事故が同一であるときは、１回の入院とみなします。ただし、その事故の日から180日以内に開始した入院に限ります。



入院中に疾病を併発した場合の例
 (
糖尿病で入院
)

 (
15日
)

 (
胃潰瘍入院については、併発期間中のみ不担保となります。
)
併 発
期 間
 (
20日
) (
３日
)

 (
胃潰瘍で入院
)



同一の原因による複数回の疾病入院の例 
 (
心筋梗塞で60日入院
) (
高血圧症で
30日入院
)
 (
※
)３か
 (
※※
30日
) (
30日
)月後

                          ▲退院              ▲入院
※ 医学上重要な関係がある180日以内の再入院。
※※１回の入院とみなし１入院60日の限度を超える30日分は支払いません。


（参 考）医学上重要な関係とは、例えば、下表のような場合が該当します。
	病名
	左記の疾病と医学上重要な関係があるとみなされる疾病の例

	高血圧症
	脳梗塞、心筋梗塞、狭心症、心不全、脳血栓、脳出血

	動脈硬化症
	脳梗塞、心筋梗塞、狭心症、心不全、脳血栓、高血圧症

	糖尿病
	白内障、糖尿病性腎症

	心筋梗塞
	心不全、狭心症、動脈硬化症、不整脈

	狭心症
	脳梗塞、心筋梗塞、心不全、不整脈

	脳血栓
	脳梗塞、失語症

	慢性肝炎
	肝硬変、食道静脈瘤、黄疸

	慢性腎炎
	腎不全、ネフローゼ症候群、尿毒症、腎性高血圧症




＜３＞ 責任開始期前に生じていた原因による入院
責任開始期前に生じた原因により入院した場合でも、責任開始の日からその日を含めて２年を経過した後に入院を開始したときは、その入院は、責任開始期以後の原因によるものとみなして疾病入院給付金を支払います。

 (
←
２年経過
→
) (
入院60日・支払
い
)                                                                                     退
                                                                                     院
     ▲          △責任開始                              ▲
   交通事故                                交通事故の後遺障害により入院


  ＜４＞ 疾病入院と災害入院の重複
疾病入院給付金と災害入院給付金は重複して支払われません。この場合、その入院開始の直接の原因に応じて、疾病入院給付金または災害入院給付金を支払います。また、重複して支払われない疾病入院給付金または災害入院給付金の入院日数については、入院給付金の支払限度の計算に算入しません。
 (
災害で20日入院
)
                                                                災害
 (
20日支払
)                                                                完治
 (
疾病による給付開始疾病を併発
)
         ▲災害で入院
 (
退院
)                                                       
 (
疾病で20日入院
) (
疾病を併発
) (
15日
) (
5日
)
                                                                                                                                                                        
 (
15
日分の重複支払いはしない
)


[bookmark: _Toc164507292][bookmark: _Toc478116275][bookmark: _Toc457991389][bookmark: _Toc457991468]５．手術給付金の留意事項
＜１＞ 手術・放射線治療を複数回受けた場合の制限
（１）次の手術・放射線治療を複数回受けられた場合は、施術の開始日から60日の間に１回の給付を限度とします。
・手術料が一連の治療過程につき１回のみ算定される手術
（手術例：網膜光凝固術、食道･胃静脈瘤硬化療法、体外衝撃波腎･尿管結石破砕術 など）
・放射線治療（照射）・温熱療法
なお、削減支払期間中に施術が開始された場合であっても、その施術の開始日から60日の間かつ削減支払期間満了後に同種の手術を受けた場合には、支払額を50％に削減する規定は適用しません。
（２）手術料が１日につき算定される手術を複数回受けた場合は、手術を受けた初日のみお支払いします。
（手術例：人工心肺 など）

※上記手術例は、医科診療報酬点数表の改定により変更されることがあります。

＜２＞ 複数回の手術を受けた場合
時期を同じくして複数回の手術・放射線治療を受けられた場合には、支払額の最も高いいずれか１つについてのみお支払いします。ただし、手術Ⅱ型の場合、支払額は同じになります。

＜３＞ 責任開始期前に生じていた原因による手術
責任開始期前に生じた原因により手術した場合でも、責任開始の日からその日を含めて２年を経過した後に手術をしたときは、その手術は、責任開始期以後の原因によるものとみなして手術給付金を支払います。

＜４＞ 造血幹細胞移植を目的とした骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術を受けた場合
造血幹細胞移植を目的とした骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術による手術給付金の支払いは２回を限度とし、責任開始日（復活日）からその日を含めて１年を経過した日以後に行なわれた採取術に対してのみ支払います。なお、2024年10月1日以前に受けた採取術については、1回の支払を限度とします。骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合には支払いません。
※骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術に伴う入院は、入院給付金のお支払いの対象外です。

＜５＞ その他お支払対象外のもの
お支払いの対象とならないものもありますので、ご注意ください。
例１：レーザー屈折矯正手術（レーシック）
  　　　…医科診療報酬点数表の手術料の算定対象とならないため
例２：輸血
  　　　…医科診療報酬点数表の輸血料の算定対象となるため
例３：持続的胸腔ドレナージ
  　　　…医科診療報酬点数表の処置料の算定対象となるため
例４：血液照射
  　　　…被保険者が受ける放射線照射ではなく、輸血血液に対しての放射線照射であるため










[bookmark: _Toc457991390][bookmark: _Toc457991469][bookmark: _Toc478116276]６．失効と復活
＜１＞ 失効
（１）失効
猶予期間中に保険料が支払われなかった場合、契約は猶予期間満了の日の翌日から効力を失います。
（２）未払保険料の払込による保障の継続（失効取消）
ご契約が失効しても、一定期間であれば未払込保険料をお払込みいただくことにより、失効日にさかのぼって保障を継続することができます。（以下、この制度を「失効取消」といいます。）

○失効取消期間
保険料のお払込みの猶予期間満了日の翌日から猶予期間満了日の属する月の翌月末日まで

○手続き内容
お払込みを中止されてから猶予期間の満了日までの未払込保険料（延滞保険料）をお払い込みい
ただきます。


＜２＞ 復活
失効契約でも、失効日（猶予期間満了の日の翌日）から３か月以内であれば、会社の承諾を得て契約を復活することができます。

[bookmark: _Toc457991391][bookmark: _Toc457991470][bookmark: _Toc478116277]７．特別条件
取り扱いません。

[bookmark: _Toc252786281][bookmark: _Toc253485127][bookmark: _Toc253749113][bookmark: _Toc478116278]８．給付金等の支払期限
給付金等は請求書類が会社に到着した日の翌日から５営業日以内に支払います。
ただし、給付金等の支払に際して確認等が必要な場合、支払期限は次のとおりです。
（１）支払事由発生の有無の確認が必要な場合等　
60日
（２）上記（１）の確認を行なうために特別な照会や調査が必要な場合　
照会や調査の内容により　90日・120日・180日

[bookmark: _Toc252786283][bookmark: _Toc253485129][bookmark: _Toc253749115][bookmark: _Toc478116279]９．未経過保険料の返還
払込方法が年払・半年払契約の場合、保険契約が消滅（注１）したときまたは保険料の払込を要しなくなったときに、すでに払い込まれた保険料（注２）のうち、保険料の払込みが不要となった日の翌日以降に対応する未経過月数分（１か月未満の端数は切り捨て）の保険料相当額を未経過保険料として返還します。
【計算式】
・年払の場合
未経過保険料＝年払保険料÷１２×未経過月数
・半年払の場合
未経過保険料＝半年払保険料÷６×未経過月数

（注１）主契約または付加されている特約の解約や減額、被保険者の死亡による消滅等を含みます。
（注２）保険料の一部の払込みを要しなくなった場合は、その払込みを要しなくなった部分に限ります。

[bookmark: _Toc252786284][bookmark: _Toc253485130][bookmark: _Toc253749116][bookmark: _Toc478116280]10．給付金の受取人による保険契約の存続（介入権）
＜１＞ 債権者等の解約について
契約者の債権者等による契約の解約は、解約の通知が会社に到着した時から１か月を経過した日に効力が発生します。
 (
１か月
)	


 (
⇒ １か月後に契約は消滅
)

 (
▲
債権者等による
解約請求
)



＜２＞ 給付金の受取人による保険契約の存続
（１）債権者等が解約の通知を行なった場合でも、解約が会社に通知された時において、以下のすべてを満たす給付金の受取人は契約を存続させることができます。
①　契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
②　契約者でないこと
（２）給付金の受取人が契約を存続させるためには、解約の通知が会社に到達した時から１か月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行なうことが必要です。
①　契約者の同意を得ること
②　解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額（解約返戻金相当額）を債権者等に支払うこと
③　上記②について、債権者等に支払った旨を会社に対して通知すること。（会社への通知についても期間内に行なうこと）
 (
１か月
)


 (
⇒ 契約
は
継続
)

 (
▲
債権者等による
解約請求
) (
▲
受取人が
 解約返戻金相当額を
債権者等に支払う等
)





[bookmark: _Toc478116281]11．解約返戻金と了知確認
払込期間中無解約返戻金限定告知医療保険および付加する特則・特約の解約返戻金は下表のとおりとなっています。
	
	解約返戻金

	払込期間中無解約返戻金限定告知医療保険
	保険料払込期間中
	なし

	
	保険料払込期間満了後
	入院給付金日額の10倍＊
（すべての保険料のお払込みが必要）

	三大疾病支払日数無制限特則
	なし

	限定告知医療用入院一時金特約
	

	限定告知医療用通院特約
	

	限定告知医療用先進医療特約
	

	限定告知医療用特定疾病診断保険料免除特約※
	


＊被保険者の死亡時にはその解約返戻金を契約者に支払います。
※限定告知医療用特定疾病診断保険料免除特約のみの解約はできません。

契約、特則・特約の付加に際しては、「解約返戻金が無いことの説明」と「その説明に対するお客様の了知・確認」が必要となります。
解約（特則・特約を含む）に際しては、「解約返戻金が無いことに対するお客様の了知・確認」が必要となります。

[bookmark: _Toc478116282]12．契約内容の変更可否一覧

	変  更  内  容  項  目
	取扱の可否

	１．保険料払込方法の変更
	○

	２．保険期間の変更
	×

	３．保険料払込期間の変更
	短縮
	○

	
	延長
	×

	４．給付金日額の変更
	増額
	×

	
	減額
	○

	５．受取人の変更
	×
（ただし、法人契約は可）

	６．保険契約者の変更
	○

	７．契約者貸付・自動振替貸付
	×

	８．他の同種類の保険からの加入
	×

	９．手術給付金の型の変更
	×







[bookmark: _Toc478116283]Ⅳ．払込期間中無解約返戻金限定告知医療保険の特則


[bookmark: _Toc478116284]１．三大疾病支払日数無制限特則
この特則を付加することによって、所定の三大疾病による長期の入院に対する保障を充実させることができます。
責任開始期以後に発病した三大疾病を直接の原因として、その治療を目的として入院をした場合に、入院日数が入院給付金の１回の入院の支払限度を超えても、無制限に疾病入院給付金を支払います。
なお、支払日数は、疾病入院給付金の通算支払限度に含みます。

（１）給付内容
	種類
	支払事由
	支払額
	受取人

	疾病入院給付金
	疾病入院給付金の１回の入院のお支払限度日数を超えた日以後の三大疾病※による入院

＜対象となる三大疾病＞
１．がん
２．急性心筋梗塞
３．脳卒中
	入院１回につき、

入院給付金日額
×
（入院日数－１回の入院のお支払限度日数）
	被保険者


※対象となる三大疾病については、約款別表をご覧ください。
また、「Ⅵ．特定疾病・三大疾病にかかわる保障の特徴について」をご覧ください。

＜事例＞脳卒中（脳内出血）により200日入院した場合
[image: ]



[bookmark: _Toc457991395][bookmark: _Toc457991474]
[bookmark: _Toc478116285]Ⅴ．払込期間中無解約返戻金限定告知医療保険の特約


[bookmark: _Toc478116286]１．限定告知医療用入院一時金特約（平成30年10月2日発売）
＜１＞給付内容
	種 類
	支払事由
	支払額
	受取人
	免責事由

	入 院 一 時 金
	被保険者がこの特約の保険期間中につぎの条件のすべてを満たす入院をしたとき
(1)この特約の保険期間中に開始された入院であること
(2)主契約の疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる入院であること
	継続した１回の
入院につき、
入院一時金額
	被　保　険　者
	―――


	
	主契約の契約日からその日を含めて１年以内の期間（削減支払期間）に入院一時金の支払事由が生じた場合には、支払額は、上記の入院一時金額の50％相当額となります。
ただし、主契約の疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる１回の入院が削減支払期間満了後も継続している場合、入院一時金の支払にあたり本項の規定は適用しないものとし、支払額の残額があるときはその残額を支払います。



責任開始日前および責任開始日からその日を含めて14 日目までの期間中に発病した、所定の感染症（※）を直接の原因として入院した場合には、入院一時金をお支払いできません。
（※）責任開始日において「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に定める新型インフルエンザ等感染症、指定感染症または新感染症として認められている疾病です。該当する疾病は、当社公式ウェブサイトをご覧ください。


＜２＞約款上の留意事項
１回の入院についての入院一時金の支払は１回限りとします。また、被保険者が２回以上入院した場合で、主契約の規定で１回の入院とみなされる場合は、入院一時金の支払は１回とします。

    例）主契約：60日型
「脳梗塞」で30日入院後、退院日の翌日から起算して180日以内に、再び同じ「脳梗塞」で20日入院した場合
（入院①と入院②は１回の入院とみなされる (
×
)）
 (
○
)
 (
入院一時金を
支払い
ません。
) (
入院一時金を
支払い
ます。
)




 (
入院②
20
日
) (
入院①
30
日
)
 (
退院日の翌日から
180
日以内
)

２．限定告知医療用通院特約（平成30年10月2日発売）
＜１＞給付内容
	種 類
	支払事由
	支払額
	受取人
	免責事由

	疾 病 通 院 給 付 金
	被保険者がこの特約の保険期間中につぎの条件のすべてを満たす通院をしたとき
(1)主契約の疾病入院給付金の支払われる入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内の期間の通院であること
(2)その通院が(1)の入院の直接の原因となった不慮の事故もしくは不慮の事故以外の外因による傷害または疾病の治療を目的とした病院または診療所への通院であること
	１回の入院の
その通院につき、
（通院給付金日額）
×
（通院日数）
	被　保　険　者
	つぎのいずれかにより被保険
者が通院したとき
①保険契約者または被保険
者の故意または重大な過失
②被保険者の犯罪行為
③被保険者の精神障害を原
因とする事故
④被保険者の泥酔の状態を
原因とする事故
⑤被保険者が法令に定める
運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
⑥被保険者が法令に定める
酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
⑦被保険者の薬物依存

	災 害 通 院 給 付 金
	被保険者がこの特約の保険期間中につぎの条件のすべてを満たす通院をしたとき
(1)主契約の災害入院給付金の支払われる入院の退院日の翌日からその日を含めて１８０日以内の期間の通院であること
(2)その通院が(1)の入院の直接の原因となった不慮の事故による傷害の治療を目的とした病院または診療所への通院であること
	１回の入院のその通院につき、
（通院給付金日額）
×
（通院日数）
	被　保　険　者
	つぎのいずれかにより被保険
者が通院したとき
①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
②被保険者の犯罪行為
③被保険者の精神障害を原因とする事故
④被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転 している間に生じた事故
⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間 に生じた事故



	主契約の契約日からその日を含めて１年以内の期間（削減支払期間）に疾病通院給付金または災害通院給付金の支払事由が生じた場合には、支払額は、上記の給付金額の50％相当額となります。





＜２＞疾病通院給付金および災害通院給付金の支払限度
	１回の入院のその通院についての支払限度
	通算支払限度

	疾病通院給付金
	災害通院給付金
	疾病通院給付金
	災害通院給付金

	30日
	30日
	1,000日
ただし、三大疾病※による通院については、通算支払限度を超えて支払います。
	1,000日


※対象となる三大疾病については、約款別表をご覧ください。
また、「Ⅵ．特定疾病・三大疾病にかかわる保障の特徴について」をご覧ください（三大疾病の範囲は「三大疾病支払日数無制限特則」と同じ）。

＜３＞約款上の留意事項
（１） １日に２回以上通院した場合、または２以上の事由の治療を目的として１回の通院をした場合でも、疾病通院給付金または災害通院給付金はそれぞれ重複して支払いません。
（２）災害通院給付金の支払われる通院をした日に、疾病通院給付金の支払われる通院をした場合には、疾病通院給付金は支払いません。
（３）主契約の入院給付金の支払対象となる日に通院をされた場合は、通院給付金は支払いません。
（４）被保険者が同一の事由により２回以上入院された場合は、つぎのとおり取り扱います。
①通院給付金は通院対象期間①と通院対象期間②について支払います。
②通院給付金の支払対象期間は最終の入院（入院②）の退院日の翌日から起算します。
例）
 (
入院①
通院
対象期間①
入院②
通院対象期間②
1
回
の入院とみ
なされる期間
1
80
日間
)



 (
退院日の翌日
（通院対象期間の起算日
）
)







３．限定告知医療用特定疾病診断保険料免除特約
この特約は被保険者が特定疾病（悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中）に罹患し、所定の事由に該当した場合に、以後の保険料の払込を免除します。

[bookmark: _Toc169502928]＜１＞保険料の払込の免除事由
この特約の責任開始期以後に被保険者がつぎのいずれかの事由に該当した場合、以後の保険料の払込を免除します。
	保険料の払込の免除事由

	悪性新生物

	
	責任開始期前を含めて初めて悪性新生物と医師により診断確定されたとき(※1)
ただし、上皮内がん、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん、責任開始日から起算して90日以内に診断確定された乳がんは対象外です。

この特約の責任開始期前に悪性新生物と診断確定されていた場合でも、特約の責任開始日の５年前の年単位の応当日の翌日から特約の責任開始日の前日までに診断確定がない場合、責任開始期以後の初めての悪性新生物の診断確定を、責任開始期前を含めて初めての診断確定とみなします。この場合、 特約の責任開始日の５年前の年単位の応当日以前に診断確定された悪性新生物が、特約の責任開始期以後に再発・転移したときを含みます。

	急性心筋梗塞

	
	この特約の責任開始期以後に急性心筋梗塞を発病し、つぎのいずれかに該当したとき
（この特約の責任開始期前に生じた急性心筋梗塞のこの特約の責任開始期以後における再発を含みます。なお、再発の場合、約款所定の急性心筋梗塞に該当しない状態となり、その後再発したと医師によって診断されることを要します。）
(1)急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態（軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態）が継続したと医師によって診断されたとき
(2)急性心筋梗塞を発病し、その疾病の治療を直接の目的として、病院または診療所において、つぎのいずれかの手術(※2)を受けたとき
①公的医療保険制度によって保険給付の対象となる医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として定められている手術
②先進医療に該当する診療行為（診断および検査を目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。）

	脳卒中

	
	この特約の責任開始期以後に脳卒中を発病し、つぎのいずれかに該当したとき
（この特約の責任開始期前に生じた脳卒中のこの特約の責任開始期以後における再発を含みます。なお、再発の場合、約款所定の脳卒中に該当しない状態となり、その後再発したと医師によって診断されることを要します。）
(1)脳卒中を発病し、その脳卒中により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき
(2)脳卒中を発病し、その疾病の治療を直接の目的として、病院または診療所において、つぎのいずれかの手術(※2)を受けたとき
①公的医療保険制度によって保険給付の対象となる医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として定められている手術
②先進医療に該当する診療行為（診断および検査を目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。）


※1 悪性新生物の診断確定は、医師によってなされることを要します。また、病理組織学的所見（生検）、細胞学的所見、理学的所見（Ｘ線、内視鏡等）、臨床学的所見、手術所見またはその他の所見のいずれかにより、医師が悪性新生物と診断した日をもって、診断確定されたものとみなします。
※2 急性心筋梗塞または脳卒中の治療を直接の目的とした所定の手術については、平成29 年4月2日以降に受けた手術が保障の対象となります。

[bookmark: _Toc169502929]＜２＞特定疾病の定義
特定疾病の定義は、医療用特定疾病診断保険料免除特約等の特定疾病の定義と同様です。
※対象となる特定疾病については、約款別表をご覧ください。
また、「Ⅵ．特定疾病・三大疾病にかかわる保障の特徴について」をご覧ください。

[bookmark: _Toc478116287]４．限定告知医療用先進医療特約
＜１＞給付内容
	種類
	支払事由
	支払額
	受取人
	免責事由

	先進医療給付金
	被保険者がこの特約の保険期間中につぎの条件のすべてを満たす療養を受けたとき
(1) この特約の責任開始期以後に生じたつぎのいずれかを直接の原因とする療養であること
(ｱ) 疾病
(ｲ) 不慮の事故
(ｳ) 不慮の事故以外の外因
(2) 別表に定める先進医療
	先進医療にかかわる
技術料相当額
	被保険者
	つぎのいずれかにより被保険者が療養を受けたとき
① 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
② 被保険者の犯罪行為
③ 被保険者の精神障害を原因とする事故
④ 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
⑤ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
⑥ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
⑦ 被保険者の薬物依存


· 通算2,000万円を限度とし､支払が限度額に達したとき、特約は消滅します。
· 同一の先進医療において複数回にわたって一連の療養を受けた場合、それらを1回の療養とみなし、その療養の開始日をその療養を受けた日とみなします。
・限度額到達時の取扱い ･･･････････････ 一連の療養の開始日に特約は消滅します。
・削減支払期間をまたぐ療養の取扱い ･･･ 一連の療養を最後に受けた日を考慮して判定するため、
下記の削減規定記載枠内ただし書きを参照ください。
· 被保険者が、既に当社で所定の先進医療関係の保障（医療用新先進医療特約、限定告知医療用先進医療特約、がん先進医療特約など）にご加入いただいている場合には、付加できません。
· 先進医療給付金の支払額は技術料相当額のみのため、公的医療保険の適用となる部分は支払対象外となります。
＜医療費のうち支払対象となる部分＞
	費用の内訳
	負担者
	先進医療給付金の支払

	先進医療にかかわる技術料
	自己負担（全額）
	○（通算2,000万円限度）

	診察・検査・投薬・注射・入院料等
	保険給付（７割※）
	×

	
	自己負担（３割※）
	×


※年齢や加入している保険制度等により自己負担割合は異なります。
	主契約の契約日からその日を含めて１年以内の期間（削減支払期間）に先進医療給付金の支払事由が生じた場合には、支払額は、上記の給付金額の50％相当額となります。
ただし、同一の先進医療において複数回にわたって一連の療養を受けた場合、つぎの条件のすべてを満たしたときは、削減規定は適用しないものとし、支払額の残額があるときはその残額を支払います。
(1) 先進医療給付金が支払われる療養であること
(2) 削減支払期間中に一連の療養の開始日があること
(3) 一連の療養を最後に受けた日が削減支払期間満了後であること


＜２＞先進医療
先進医療とは、厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養（平成18年厚生労働省告示第495号）第1条第１号に規定する先進医療をいい、療養を受けた日現在に規定されているものに限ります。そのため、特約の保険期間中に対象となる先進医療は変動します。
また、本特約による給付は、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。


[bookmark: _Toc478116288]Ⅵ．特定疾病・三大疾病にかかわる
保障の特徴について


	■特定疾病・三大疾病にかかわる保障の特徴をまとめると、次のとおりです。
	
	 
特　
則　
・　
特　
約　
 
 
 
疾 病
 
	限定告知医療用
特定疾病診断保険料免除特約 
	三大疾病支払日数無制限特則 

	
	１．悪性新生物（がん）
	(1)悪性新生物
①下記以外
②皮膚の悪性黒色腫
	○
	○

	
	
	
	
	責任開始日から起算して90日以内に診断確定された乳がんは対象外
	

	
	
	③皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん
	×
	

	
	
	(2)上皮内新生物
（上皮内がん）
	
	

	
	２．心疾患
	(1)急性心筋梗塞
①急性心筋梗塞
②再発性心筋梗塞
	○
	○

	
	
	
	要件
つぎのいずれかに該当したとき
・労働を制限する状態（軽い家事や事務などはできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態）が60日以上継続したと診断
・所定の手術
	

	
	
	(2)上記以外
	×
	×

	
	３．脳血管疾患
	(1)脳卒中
①くも膜下出血
②脳内出血
③脳梗塞
	○
	○

	
	
	
	要件
つぎのいずれかに該当したとき
・言語障害・運動失調・麻痺などの他覚的な神経学的後遺症が60日以上継続したと診断
・所定の手術
	

	
	
	(2)上記以外
	×
	×

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




	※この表は、対象となる疾病の特徴をまとめたものです。保障内容の詳細および対象となる疾病については、各特則・特約の説明および約款・特約条項別表をご覧ください。






 (
※この商品解説書は、商品の
概要
を解説したものです。
販売および保全上の取扱いに際しては、別途新契約や保全の規定等で、取扱いの範囲や条件を必ず確認してください。
)

 

20
[bookmark: _Toc478116289]参考：限定告知型医療保険と払込期間中無解約返戻金限定告知医療保険の比較
1. 主契約について
	保険金・給付金の種類
	払込期間中無解約返戻金限定告知医療保険
	限定告知型医療保険
	ポイント

	(1)死亡保険金

	なし

	あり

	医療保険(2014) 死亡保険金不担保特則付と同じ。

	(2)疾病入院給付金





	あり
・1日以上の入院から対象
・通算支払限度は1,000日。
ただし、三大疾病による入院の場合、通算無制限。
・三大疾病支払日数無制限特則を付加した場合、
三大疾病による入院は1入院の支払限度を超えて支払う。
	あり
・継続2日以上の入院から対象
・通算支払限度は1,000日




	医療保険(2014)と同じ。
（ただし、削減支払期間中に支払事由が生じた場合の支払額は、給付金額の50％相当額）

	(3)災害入院給付金
	あり
（1日以上の入院から対象）
	あり
（継続2日以上の入院から対象）
	

	(4)手術給付金

	あり
（公的医療保険制度連動形式）
	あり
（別表形式）
	

	(5)手術見舞金


	なし


	あり


	手術保障を別表形式から公的医療保険制度連動形式に改定することに伴い、廃止。医療保険(2014)と同じ。

	(6)生存給付金
	なし
	あり（A型）
	医療保険(2014)のB型と同じ。


2. 付加できる特約について
	
	払込期間中無解約返戻金
限定告知医療保険
	限定告知型医療保険
	ポイント

	限定告知医療用
入院一時金特約
	○
	×
	・保障内容は医療用入院一時金特約と同じ。
・削減支払期間中に支払事由が生じた場合の支払額は、一時金額の50％相当額とする。（主契約と同じ）

	限定告知医療用
通院特約
	○
	×
	・保障内容は医療用通院特約と同じ。
・削減支払期間中に支払事由が生じた場合の支払額は、給付金額の50％相当額とする。（主契約と同じ）

	限定告知医療用
特定疾病診断保険料免除特約
	○
	×
	・保障内容は医療用特定疾病診断保険料免除特約と類似（悪性新生物について相違）

	限定告知医療用
先進医療特約
	○
	×
	・保障内容は医療用新先進医療特約と同じ。（上限2,000万円）
・削減支払期間中に支払事由が生じた場合の支払額は、給付金額の50％相当額とする。（主契約と同じ）
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